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新発見 !! 日田の元気印（記帳指導・経営支援）

１． 新発見!!   日田の元気印
２． 経営革新
３． バトンタッチワークショップの 

ご案内、簿記講座
４． 法律相談、定例無料相談
５． 日田商工会議所議員選挙・ 

選任に関するお知らせ
６． 掲示板、商工祭、特定商工業者、 

会館建設に係るお知らせ
７． 考動する商工会議所、 

女性会・青年部
８． ハローワークのご紹介

　平成10年6月より創業。久大本線沿いの北友田にある直売所では、地元で
採れた新鮮な野菜を中心に、旬の果物やお花の苗など、季節を感じる品々が豊
富にそろっています。中でも特にオススメなのが自家製のらっきょう漬で、手間
ひまかけて丁寧に仕込まれたその味は、ごはんのお供にぴったりです。
　多くの人々に親しまれている「たかの青果」にぜひ一度、足を運んでみてはい
かがでしょうか？ 旬の味覚との出会いが、きっとあります。

【 た か の 青 果 】
〜 季節の恵みがそろう  地域の暮らしに寄り添う直売所 〜

営業時間：9:00～ 19:00（水、日、祝日のみ10:00～ 19:00）
〒877−0078　日田市北友田2丁目1915−3　TEL 0973−25−6161

定休日：不定休



【お問い合わせ】日田商工会議所　中小企業相談所　℡22－3184

経 営 革 新経 営 革 新

「新たな事業活動」とは

1新商品の開発又は生産
3商品の新たな生産又は販売の方式の導入
5技術に関する研究開発及びその成果の利用

2新役務（サービス）の開発又は提供
4役務（サービス）の新たな提供の方式の導入
6その他の新たな事業活動

新商品や新規技術の開発を支援します!

「経営革新」とは

5販路開拓コーディネート事業

3日本政策金融公庫による融資

承認を受けた経営革新計画に従って実施する
事業のうち、「販路開拓」「商品等の改良」
「生産性の向上」等に係る経費の一部を補助

1経営革新加速化支援事業費補助金

大分県からの承認を受けると以下のような
支援策がご利用になれます（別途審査あり）

承認を受けた経営革新計画に対する低利融資

2大分県制度資金
　（チャレンジ中小企業応援資金）

4特許関係料金の減免

6その他、信用保証の特例や海外展開に
　 伴う資金調達の支援措置など

経営革新計画の承認・
　　 フォローアップまでの流れ

本社所在地が大分県内である「特定事業者等
（グループ、組合含む）」

【申請対象者】1

商工会議所などの支援機関等による経営革新計画
作成サポートを受ける

【経営革新計画の作成】2

事業計画、経営（売上・利益）計画及び資金計画、
誓約書など

【経営革新計画承認申請書の提出】3

検討会に出席して計画を説明（毎月末に開催）
【経営革新計画検討会（プレゼンテーション】4

【県知事承認の可否決定】5

・補助金・融資などの支援措置（右記参照）
・実施状況調査等も含めたフォローアップ

（承認の場合）

「新たな事業活動」を行うことにより、「経営を相当程度向上させること」と法律で定められてい
ます。経営革新を図るための3～5年間の経営計画（ビジネスプラン）のことを「経営革新計画」
と言います。
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想夫恋焼専門の店

ホームページ／http://www.sofuren.com

本店／大分県日田市若宮町416－1
　　　TEL 0973－24－3188



◆ 開催期間：令和7年8月19日（火）〜 11月13日（木）　計20日間
　　　　　　 ※毎週 火曜日・木曜日　実施 
　　　　　　 ※9/9（火）、9/23（火）、9/30（火）、10/9（木）、10/21（火）、 11/4（火）は休み
◆ 時　　間：午後7：00〜 9：00　（講義2時間）
◆ 場　　所：日田商工会館　4階　大会議室
◆ 受 講 料：3 ,3 0 0 円 
　　　　　　 （テキスト代を含むため、お申し込み後の返金は致しかねます）
◆ 定　　員：20名 〈 先着順、8月5日（火）締切 〉
◆ 研修内容：日商簿記3級検定試験の受験対策
◆ そ の 他：筆記用具と電卓等をご持参ください。
◆ 主　　催：日田商工会議所中小企業相談所・ 
　　　　　　 ジョブカフェおおいた日田サテライト・日田青色申告会
◆ 申込方法：申込書にご記入の上、受講料を添えて8月5日（火）までに
　　　　　　 日田商工会議所の窓口でお申し込みください。
◆ お問合せ：日田商工会議所　　　　　　　　　　　℡ ２２－３１８４ 
　　　　　　 ジョブカフェおおいた日田サテライト　℡ ２３－６８９８

資格取得!　キャリアアップに!
「 日商簿記3級受験対策講座 」のご案内

上記の二次元コードより
お申込みいただけます

日田市バトンタッチワークショップのご案内
次世代へのリレー !

事業承継は経営者の多くが直面する重要なテーマです。
しかし、その具体的なプロセスや必要な準備、後継者の育成などで
悩んでいる方も多いのではないでしょうか？
当ワークショップでは、経営者と後継者が本音で話しあい、支援者
の協力を得て「事業承継計画書」の作成を行います。
是非、この機会にご参加いただき、事業承継のプロセスについて
一緒に学びましょう。

【会場】　日田商工会議所　4階　大会議室
【定員】　10社程度（支援機関職員が承継計画書の作成をサポートします）
　　　　※原則、経営者と後継者が両名とも参加できる事業者
【申込締切】　8月29日（金）
【講　   師】　（独）中小企業基盤整備機構　中小企業アドバイザー　三室　忠之　氏

【お問い合わせ先】　日田商工会議所　TEL 22－3184　FAX 24－7766

【カリキュラム】
内　　　　　　容日　　　　時

ガイダンス及び承継事業者による体験談9月5日（金） 17:00～ 19:00

自社の強みや課題を整理し、今後の展開に
ついて考える9月19日（金） 17:00～ 19:00

事業計画の共有
現代表者と後継者とのビジョンを形にする10月3日（金） 17:00～ 19:00

無料
受講料
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法
律
相
談
で
多
い
の
は
借
金
、
離

婚
、
相
続
の
問
題
で
あ
り
、
最
近
は

特
に
相
続
の
相
談
が
増
え
て
い
ま
す
。

近
年
の
家
族
の
変
化
に
応
じ
た
法
改

正
も
続
い
て
い
て
、
新
し
い
知
識
が
必

要
と
さ
れ
ま
す
。
ネ
ッ
ト
か
ら
い
ろ
い

ろ
な
知
識
を
得
て
い
る
方
も
増
え
ま

し
た
が
、重
大
な
結
果
を
招
く
こ
と
も

あ
る
の
で
、
も
し
少
し
で
も
不
安
や
疑

問
が
あ
れ
ば
早
期
に
弁
護
士
な
ど
の

専
門
家
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

Ｑ
相
続
に
つ
い
て
、
そ
の
法
定
相
続
人

と
相
続
分
は
ど
の
よ
う
に
な
り
ま
す

か
。

Ａ
配
偶
者
は
常
に
相
続
人
と
な
り
ま

す
。
そ
し
て
、
同
時
に
第
１
順
位
が

子
、第
２
順
位
が
両
親
な
ど
の
直
系
尊

属
、第
３
順
位
が
兄
弟
姉
妹
の
順
に
相

続
人
と
な
り
ま
す
。
相
続
分
は
配
偶

者
と
子
で
は
各
２
分
の
１
、
配
偶
者

（
２
／
３
）と
直
系
尊
属（
１
／
３
）、

配
偶
者（
３
／
４
）と
兄
弟
姉
妹（
１

／
４
）で
、
同
順
位
に
数
人
あ
る
と
き

は
そ
の
頭
割
り
で
す
。

Ｑ

父
が
韓
国
籍
の
ま
ま
亡
く
な
り
ま

し
た
。
相
続
は
ど
う
な
り
ま
す
か
。

Ａ
韓
国
の
法
律
に
よ
り
相
続
関
係
が

決
ま
り
ま
す
。
相
続
人
や
相
続
分
に
つ

い
て
我
が
国
と
少
し
違
っ
た
と
こ
ろ
が

あ
り
ま
す
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

Ｑ
父
が
亡
く
な
り
ま
し
た
が
、先
妻
と

の
間
に
子
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し

た
。
会
っ
た
こ
と
も
な
い
異
母
兄
姉
に

も
相
続
権
が
あ
る
の
で
す
か
。

Ａ
子
で
あ
れ
ば
相
続
人
と
な
り
ま
す
。

遺
言
が
な
い
場
合
は
遺
産
分
割
協
議

が
必
要
で
す
。
先
妻
と
後
妻
と
の
間
で

対
立
が
あ
っ
た
と
き
は
協
議
が
難
航

す
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
ま
す
。

Ｑ

代
襲（
だ
い
し
ゅ
う
）相
続
と
は
何

で
す
か
。

Ａ

相
続
人
と
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
者

が
相
続
開
始
以
前
に
死
亡
、欠
格
、廃

除
に
よ
っ
て
相
続
で
き
な
い
と
き
に
そ

の
子
に
相
続
を
認
め
る
制
度
で
す
。
そ

の
子（
孫
）に
も
同
じ
原
因
が
あ
れ
ば

ひ
孫
が
相
続
し
ま
す
。
た
だ
、
兄
弟

姉
妹
の
相
続
に
つ
い
て
は
子（
お
い・
め

い
）ま
で
で
孫
以
下
の
相
続
は
あ
り
ま

せ
ん
。

Ｑ

相
続
人
の
一
人
が
外
国
に
行
っ
た

ま
ま
音
信
不
通
で
遺
産
分
割
協
議
が

で
き
な
い
と
き
や
、
認
知
症
で
判
断
能

力
が
な
い
場
合
は
ど
う
な
り
ま
す
か
。

Ａ
家
庭
裁
判
所
に
不
在
者
管
理
人
を

選
任
し
て
も
ら
っ
て
協
議
を
す
る
か
、

７
年
以
上
も
生
死
不
明
な
ら
失
踪
宣

告
に
よ
り
死
亡
し
た
扱
い
に
も
で
き
ま

す
。判
断
能
力
が
な
い
場
合
は
後
見
人

選
任
な
ど
が
必
要
で
す
。

Ｑ

ど
の
よ
う
な
遺
産
が
あ
る
か
調
査

す
る
方
法
が
あ
り
ま
す
か
。　

Ａ
不
動
産
は
役
所
の
固
定
資
産
証
明

書
や
名
寄
帳
、
預
貯
金
は
通
帳
、
株

な
ど
の
有
価
証
券
は
証
券
会
社
で
調

査
が
で
き
ま
す
。戸
籍
謄
本
な
ど
を
持

参
し
て
最
寄
り
の
金
融
機
関
で
調
べ
て

も
ら
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。
郵
便
物
か

ら
は
他
の
役
所
か
ら
の
固
定
資
産
税

の
納
付
書
や
、
株
の
配
当
通
知
で
わ
か

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

Ｑ

財
産
が
ほ
と
ん
ど
な
く
負
債
が
大

き
い
の
で
相
続
放
棄
を
考
え
て
い
ま

す
。
仏
壇
や
お
墓
は
ど
う
な
り
ま
す

か
。生
命
保
険
金
の
受
け
取
り
は
可
能

で
す
か
。

Ａ
相
続
放
棄
は
３
か
月
の
期
間
内
に

家
庭
裁
判
所
で
手
続
き
を
し
ま
す
。こ

れ
が
受
理
さ
れ
る
と
相
続
人
で
は
な

か
っ
た
扱
い
と
な
り
ま
す
。
祭
祀
の
承

継
は
財
産
の
相
続
で
は
な
く
、生
命
保

険
の
受
け
取
り
も
契
約
上
の
権
利
で

相
続
で
は
な
い
の
で
、
い
ず
れ
も
関
係

あ
り
ま
せ
ん
。

Ｑ

預
金
の
相
続
は
相
続
人
全
員
の
協

力
が
必
要
と
の
こ
と
で
す
が
、
葬
儀
費

用
だ
け
で
も
先
に
払
い
戻
し
が
で
き
ま

せ
ん
か
。
故
人
の
事
業
で
緊
急
に
必
要

な
場
合
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

Ａ
預
金
額
の
３
分
の
１
で
、
そ
の
人
の

相
続
分
割
合
の
額（
最
大
１
５
０
万

円
）は
払
い
戻
し
が
で
き
ま
す
。
そ
れ

を
超
え
る
金
額
が
必
要
な
場
合
は
家

庭
裁
判
所
の
仮
処
分
を
検
討
し
ま
す
。

Ｑ
子
ど
も
は
い
ま
せ
ん
。
夫
が
亡
く
な

り
、
先
妻
の
子
か
ら
遺
産
分
割
の
た
め

に
自
宅
を
売
却
す
る
の
で
家
を
出
る

よ
う
に
要
求
さ
れ
て
い
ま
す
。

Ａ
令
和
２
年
か
ら
配
偶
者
居
住
権
の

制
度
が
新
設
さ
れ
ま
し
た
。こ
れ
を
設

定
す
る
こ
と
で
居
住
権
が
保
障
さ
れ
、

相
続
問
題
も
柔
軟
に
対
応
で
き
ま
す
。

た
だ
、
登
記
を
し
な
い
と
第
三
者
に
対

抗
で
き
ま
せ
ん
。

Ｑ

故
人
の
療
養
看
護
に
は
長
男
が
あ

た
り
、
長
男
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
は
そ

の
妻
が
務
め
て
き
ま
し
た
。
相
続
人
に

認
め
ら
れ
る
寄
与
分
は
長
男
の
妻
に

は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

Ａ

令
和
元
年
の
民
法
改
正
で「
特
別

の
寄
与
料
」の
制
度
が
設
け
ら
れ（
同

１
０
５
０
条
）、
相
続
人
で
は
な
い
親

族
が
無
償
の
労
務
提
供
を
行
っ
た
場

合
は
そ
の
請
求
が
可
能
で
す
。

Ｑ
遺
言
書
は
な
か
な
か
思
い
立
っ
て
作

れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
の
よ

う
な
場
合
に
遺
言
書
を
残
し
て
お
い
て

良
か
っ
た
と
い
え
ま
す
か
。

Ａ
法
定
相
続
人
以
外
の
人
に
財
産
を

残
そ
う
と
す
る
場
合
、
法
定
相
続
分

と
異
な
っ
て
財
産
を
継
が
せ
た
い
場

合
、
遺
産
分
割
協
議
が
難
航
す
る
場

合
な
ど
は
遺
言
書
が
特
に
有
効
で
す
。

相
続
関
係
に
な
い
親
戚
縁
者
の
世
話

を
し
て
い
る
場
合
な
ど
に
は
特
に
遺
言

書
が
有
用
で
す
。

Ｑ
実
家
が
災
害
で
倒
壊
し
て
、亡
父
の

遺
言
書
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
の
調
査
が

で
き
ま
せ
ん
。故
人
が
遺
言
書
を
作
成

し
た
可
能
性
は
大
き
い
と
思
い
ま
す
。

Ａ
公
正
証
書
遺
言
は
公
証
役
場
の
検

索
シ
ス
テ
ム
で
全
国
を
対
象
に
調
査
が

可
能
で
す
。
ま
た
、
令
和
２
年
以
降

は
法
務
局
で
の
遺
言
書
保
管
制
度
が

始
ま
り
ま
し
た
。自
筆
に
よ
る
遺
言
書

の
場
合
は
誰
か
に
預
け
て
い
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
。

Ｑ

遺
言
書
で
自
分
の
葬
式
の
喪
主
を

指
定
し
て
、
さ
ら
に
い
ろ
い
ろ
と
注
文

を
付
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
。

Ａ
喪
主
の
指
定
は
祭
祀
主
催
者
と
し

て
は
有
効
と
み
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
他

の
注
文
は
本
人
の
希
望
と
い
う
扱
い
に

な
り
ま
す
。

Ｑ

遺
留
分（
い
り
ゅ
う
ぶ
ん
）と
は
何

で
す
か
。
こ
れ
を
請
求
し
な
い
場
合
も

あ
り
ま
す
か
。

Ａ
遺
留
分
は
一
定
の
相
続
人
に
対
し

て
遺
言
に
よ
っ
て
も
奪
う
こ
と
が
で
き

な
い
一
定
割
合
の
保
留
分
で
す
。配
偶

者
、
子（
代
襲
相
続
を
含
む
）、
直
系

尊
属
に
認
め
ら
れ
て
い
て
、
兄
弟
姉
妹

に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
遺
留
分
の
侵
害
を

知
っ
て
１
年
以
内
か
、
相
続
開
始
か
ら

10
年
以
内
に
権
限
の
行
使
が
必
要
で

す
。
訴
訟
ま
で
し
て
争
い
た
く
な
い
場

合
に
は
通
常
請
求
し
ま
せ
ん
。

第369号 （4）令和7年7月15日日田商工会議所ニュース

専門定例無料相談日

※ 定例相談日が休日の場合は次週に順延予定。
　 又、相談日は、都合により変更することもありますので、ご利用の際
　 には事前に会議所まで電話（22−3184）をお願いします。

相 談 内 容 相　談　日 専門指導員

特 許 相 談
毎月第１火曜日 弁 理 士
毎月第４火曜日 大分県発明協会

金 融 相 談 毎月第２火曜日 信 用 保 証 協 会
労 務 相 談 毎月第２水曜日 社会保険労務士
☆経営指導員による金融・税務・経理・労働・取引・その他経営に 
　 関する相談は常時行っています。

日
田
市
淡
窓
１
丁
目

　

弁
護
士　

一　

木　

俊　

廣

暮らしの法律相談暮らしの法律相談

最
近
の
法
律
相
談
事
例

相
続



第369号（5） 令和7年7月15日 日田商工会議所ニュース

●
商
工
会
議
所
議
員
の
役
割

　
日
田
商
工
会
議
所
は
、
合
併

前
の
旧
日
田
市
を
対
象
に
商
工

業
の
振
興
、
地
域
発
展
の
た
め
の

諸
事
業
を
、会
員
の
皆
様
に
支
え

ら
れ
て
行
っ
て
い
ま
す
。し
か
し
、

全
て
の
会
員
の
皆
様
が
商
工
会

議
所
の
運
営
に
直
接
携
わ
る
こ

と
は
不
可
能
で
す
の
で
、
会
員
で

あ
る
約
１
，
６
０
０
事
業
所
の
代

表
と
し
て
70
名
の
議
員
を
選
出

し
、
そ
の
議
員
が
中
核
と
な
っ
て

商
工
会
議
所
の
組
織
運
営
が
な

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
議
員
の
主
な
役
割
と
し
て
は
、

○
日
田
商
工
会
議
所
の
最
高

決
議
機
関
で
あ
る
議
員
総
会

の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
、
事
業

計
画
、
予
算
・
決
算
等
の

重
要
事
項
の
議
決
に
加
わ
り

ま
す
。

○
会
頭
を
は
じ
め
と
す
る
役
員

の
選
出
を
行
い
ま
す
。

○
地
域
振
興
策
、
中
小
企
業
振

興
策
、
経
済
・
税
務
対
策
な

ど
の
要
望
・
意
見
を
と
り
ま

と
め
る
に
あ
た
り
、
中
心
的

な
役
割
を
担
い
ま
す
。

●
議
員
選
出
の
区
分
と
定
数

　

議
員
は
、
商
工
会
議
所
法
に

よ
り
、次
の
各
号
議
員
に
区
分
さ

れ
、
定
数
は
当
所
定
款
に
よ
り

定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

【
１
号
議
員
】 

選
挙
権
を
有
す

る
会
員
及
び
特
定
商
工
業
者
の

方
が
、
投
票
に
よ
り
選
挙
す
る

議
員
で
、
定
数
は
38
名
で
す
。

【
２
号
議
員
】 
会
員
が
組
織
す

る
部
会
に
お
い
て
、
部
会
員
の
中

か
ら
選
任
し
、
職
能
代
表
的
性

格
を
付
与
さ
れ
た
議
員
で
、
定

数
は
23
名
で
す
。

【
３
号
議
員
】 

日
田
市
内
に
お

い
て
特
に
重
要
な
商
工
業
を
営

ん
で
い
る
会
員
の
中
か
ら
、
１
号

並
び
に
２
号
議
員
に
よ
る
議
員

協
議
会
で
選
任
す
る
議
員
で
、

定
数
は
９
名
で
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な

る
選
出
方
法
に
よ
っ
て
、
各
号
の

議
員
が
選
出
さ
れ
ま
す
が
、
議

員
当
選
後
に
お
け
る
議
員
の
権

限
に
差
異
は
な
く
、全
議
員
に
て

議
員
総
会
を
構
成
し
、
そ
の
職

務
を
遂
行
し
ま
す
。

●
議
員
に
な
る
た
め
の
資
格

　

議
員
に
選
任
さ
れ
る
資
格
は

会
員
の
み
が
有
し
、
会
員
で
な

い
特
定
商
工
業
者
に
は
あ
り
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
次
の
事
項
等

に
該
当
す
る
方
に
は
、
議
員
の

資
格
が
与
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
①

成
年
被
後
見
人
ま
た
は
被
保
佐

人 

②
破
産
者
で
復
権
を
得
な

い
者 

③
未
成
年
者 

④
禁
錮

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の

執
行
を
終
っ
た
日
、
又
は
執
行

を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た

日
か
ら
５
年
を
経
過
し
な
い

者 

⑤
10
月
１
日
ま
で
に
令
和

７
年
度
会
費
を
納
め
な
い
者
。

●
選
挙
人（
会
員
）

　

会
員
は
令
和
７
年
10
月
１
日

ま
で
に
令
和
７
年
度
会
費
を
納

め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
会
費
の
金

額
に
応
じ
た
票
数（
2
千
円
で

1
票
）の
選
挙
権
を
有
す
る
事

と
な
り
ま
す
。

●
議
員
立
候
補
か
ら 

 

　
１
号
議
員 

に
な
る
ま
で

　

議
員
立
候
補
者
は
、
１
号
議

員
に
選
ば
れ
る
権
利
を
も
っ
た

会
員
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

議
員
立
候
補
の
届
出
は
、９
月
１

９
日
か
ら
10
月
14
日
ま
で
の
間

に
、「
立
候
補
届
」
を
選
挙
管
理

委
員
会
に
提
出
し
ま
す
。
用
紙

は
事
務
局
に
用
意
し
て
い
ま
す
。

◆
投
票
日
時　
10
月
21
日
㈫

午
前
９
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で

◆
投
票
場
所　
日
田
商
工
会
館

◆
投
票
の
要
領

◇
投
票
は
10
月
１
日
現
在
に
お

い
て「
選
挙
人
名
簿
」に
登
録
さ

れ
て
い
る
会
員
及
び
特
定
商
工

業
者
が
行
い
ま
す
。こ
れ
を
選
挙

人
と
い
い
ま
す
。

◇
選
挙
人
に
対
し
て
は「
選
挙

人
名
簿
」に
よ
り
確
定
し
た
選
挙

権
の
票
数
に
応
じ
た「
入
場
券
」

を
投
票
日
ま
で
に
交
付
し
ま
す
。

◇
入
場
券
を
持
参
さ
れ
た
方

は
、
選
挙
人
で
な
く
と
も
選
挙

人
か
ら
委
任
さ
れ
て
、選
挙
の
権

利
を
代
行
す
る
人
と
認
め
ら
れ

る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

◇
当
選
人
の
決
定

　

当
選
人
は
、
１
号
議
員
立
候

補
者
の
中
で
有
効
票
の
多
数
を

得
た
人
の
順
位
に
よ
っ
て
決
定
し

ま
す
。
得
票
数
が
同
じ
で
あ
る

と
き
は
、
選
挙
管
理
委
員
会
で

委
員
長
が
抽
選
に
よ
っ
て
定
め

ま
す
。
１
号
議
員
立
候
補
者
が

38
人
を
超
え
な
い
と
き
は
、選
挙

管
理
委
員
会
の
定
め
る
手
続
き

を
経
て
無
投
票
当
選
と
な
り
、

当
所
に
公
告
し
ま
す
。

任
期
満
了（
令
和
７
年
10
月
末
日
）に
伴
い
、
当
所
議
員
に
関
す
る
選
挙
・
選
任
が
行
わ
れ
ま
す

議
員
選
挙
・
選
任
に
関
す
る
お
知
ら
せ

日
田
商
工
会
議
所

日
田
商
工
会
議
所
議
員

選
挙
・
選
任
に
係
る

主
要
日
程

令
和
7
年

9
月
11
日
㈭ 

　
選
挙
管
理
委
員
会

9
月
19
日
㈮ 

　
1
号
議
員
選
挙
公
示 

　
1
号
議
員
立
候
補
届
出 

　
　
　
　
　
　
　
受
付
開
始

9
月
25
日
㈭ 

　
選
挙
人
名
簿
縦
覧
公
示

10
月
1
日
㈬ 

　
選
挙
人
名
簿
調
整
日 

　
正
副
部
会
長
会 

　
（
2
号
議
員
割
当
数
決
定
）

10
月
2
日
㈭ 

　
〜
10
月
3
日
㈮ 

　
　
選
挙
人
名
簿
縦
覧
期
間 

　
　
並
び
に
異
議
申
立
期
間

10
月
6
日
㈪ 

　
選
挙
人
名
簿
確
定
日

10
月
9
日
㈭ 

　
3
号
議
員
選
任

10
月
10
日
㈮ 

　
2
号
議
員
選
任

10
月
17
日
㈮ 

　
選
挙
管
理
委
員
会

10
月
21
日
㈫ 

　
1
号
議
員
選
挙

11
月
4
日
㈫ 

　
臨
時
議
員
総
会



考動する商工会議所考動する商工会議所 掲
示
板

日
田
商
工
会
議
所
会
館
建
設
に
係
る
お
知
ら
せ

日
田
商
工
会
議
所
会
館
建
設
に
係
る
お
知
ら
せ

　

事
業
の
経
営
改
善
を
目
的
と
し

た
無
担
保
・
無
保
証
人
・
低
金
利

の
融
資
制
度
で
す
。

　
お
申
し
込
み
に
際
し
、当
所
で
事

前
調
査
の
上
、
審
査
会
を
月
１
回

実
施
し
、
日
本
政
策
金
融
公
庫
へ

推
薦
し
ま
す
。
（
申
込
は
随
時
）

◆
融
資
対
象
者

　

従
業
員
数
が
２
０
人
以
下（
商

業
・
サ
ー
ビ
ス
業
は
５
人
以
下
※

宿
泊
業
・
娯
楽
業
は
２
０
名
以

下
）の
事
業
所
。（
他
に
要
件
あ
り
）

◆
融
資
額　
２
０
０
０
万
円
以
内

◆
返
済
期
間

　

 

設
備
資
金　

 

10
年
以
内

　

 

運
転
資
金　

 

10
年
以
内

◆
利
率　

 

１
・
８
０
％

（
令
和
７
年
６
月
１
日
現
在
）

　

皆
様
の
地
域
へ
お
伺
い
し
て
、

「
経
営
相
談
所
」
を
開
設
し
ま
す
。

高
瀬
地
区

◆
日
時　
7
月
31
日
㈭

　
　
　
午
前
10
時
〜
午
後
3
時

◆
場
所　
高
瀬
公
民
館

　
　
　
　
（
誠
和
町
７
９
６

−

３
）

　

創
業
・
経
営
革
新
・
金
融
・
経

理
・
税
務
・
労
務
な
ど
、経
営
に
つ

い
て
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

商工会議所会員

（任意）

特定商工業者

（法定）

商工会議所会員

兼

特定商工業者

【お問い合わせ】
日田商工会議所 法定台帳係　℡ 22−3184

　上記図のように会議所の会員・非会員にかかわらず、特定
商工業者は法律によって定められており、法定台帳は商工業
者の発展に活用されています。

★特定商工業者は商工会議所会員とは異なります

　記載内容に変更等ある場合はご訂正いただ
き、7月31日 ㈭ まで にご返送ください。

★特定商工業者とは？
　資本金額が300万円以上の法人 が該当します。

法定台帳を発送しております 

令和7年度

商工祭のお知らせ商工祭のお知らせ
商工従業員表彰式を開催します!

ところ パトリア日田　小ホール
と　き 令和7年11月19日（水）

★会員事業所さまへは別途、申請書類等の
ご案内を送付いたします。締め切りまで
にお忘れのないよう申請書を提出してく
ださい。

【お問合せ】商工祭推進協議会（℡22－3184）

※

昨
年
の
様
子

第369号 （6）令和7年7月15日日田商工会議所ニュース

マ
ル
経
資
金

マ
ル
経
資
金（
経
営
改
善
貸
付
）

（
経
営
改
善
貸
付
）

商
工
会
議
所
経
営
指
導
員
等

商
工
会
議
所
経
営
指
導
員
等

に
よ
る
移
動
相
談

に
よ
る
移
動
相
談

日
本
政
策
金
融
公
庫

日
本
政
策
金
融
公
庫

国
民
事
業
部　
金
利

国
民
事
業
部　
金
利

◆ 

マ
ル
経
金
利 

1
・
8
0 

％

◆ 

政
策
公
庫　
基
準
金
利

2
・
7
0 

％
〜
4
・
2
0 

％

◆ 

教
育
ロ
ー
ン 

2
・
8
5 

％

（
令
和
7
年
6
月
1
日
現
在
）

　
日
田
商
工
会
議
所
の
商
工

会
館
は
、
１
９
６
５
年（
昭

和
40
年
）に
建
設
さ
れ
、
長

年
商
工
会
議
所
の
事
業
運
営

拠
点
と
し
て
活
用
し
て
ま
い

り
ま
し
た
。

　
然
し
な
が
ら
、
老
朽
化
に

よ
る
商
工
会
館
の
大
規
模
修

繕
の
必
要
性
、
ま
た
大
雨
に

よ
る
１
階
部
分
の
浸
水
対
策

の
必
要
性
、
更
に
商
工
会
館

の
耐
震
基
準
を
満
た
し
て
い

な
い
等
の
理
由
か
ら
、
今
後

の
商
工
会
館
の
あ
り
方
に
つ

い
て
、
昨
年
5
月
に
商
工
会

館
建
設
特
別
委
員
会
を
立
ち

上
げ
、
商
工
会
館
の
移
転
・

建
て
替
え
、
改
修
等
を
含
め

議
論
を
重
ね
て
ま
い
り
ま
し

た
。

　
建
設
委
員
会
で
は
、
移
転

先
の
候
補
地
を
絞
っ
て
の
検

討
、
ま
た
現
状
の
商
工
会
館

の
改
修
で
の
検
討
な
ど
様
々

な
ケ
ー
ス
を
想
定
し
、
最
終

的
に
新
た
に
現
在
地
に
て
新

商
工
会
館
を
建
て
替
え
る
こ

と
が
望
ま
し
い
と
の
結
論
に

至
り
ま
し
た
。

　
こ
の
委
員
会
で
の
結
論
を

踏
ま
え
、
日
田
商
工
会
議
所

十
時
会
頭
へ
『
日
田
商
工
会

館
建
設
に
関
す
る
答
申
書
』

を
手
渡
し
、
通
常
議
員
総
会

で
新
商
工
会
館
建
設
に
つ
い

て
審
議
さ
れ
、
承
認
さ
れ
ま

し
た
。

　
今
後
、
新
商
工
会
館
の
建

設
に
向
け
て
、
会
員
事
業
所

や
地
域
の
商
工
業
者
の
皆
様

が
利
活
用
で
き
る
場
所
と
し

て
、
ま
た
新
た
な
活
動
拠
点

と
し
て
建
設
に
向
け
て
進
め

て
参
り
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。



考動する商工会議所考動する商工会議所
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6月26日㈭

　
6
月
7
日（
土
）に「
第
５
回
九
州
Ｙ

Ｅ
Ｇ
サ
ッ
カ
ー
大
会
ｉｎ
お
お
か
わ
」が

開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
福
岡
県
大
川
市
で
行
わ
れ
た
こ
の
大

会
は
、
ス
ポ
ー
ツ
を
通
じ
て
九
州
内
の

会
員
の
交
流
を
促
進
し
、
地
域
経
済
の

活
性
化
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
結
果

は
予
選
敗
退
と
な
り
ま
し
た
が
、
普
段

見
ら
れ
な
い
会
員
の
ア
グ
レ
ッ
シ
ブ
な

面
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
大
変
盛
り
上

が
る
大
会
と
な
り
ま
し
た
。

　
今
後
も
県
下
・
九
州
の
青
年
部
活
動

に
積
極
的
に
参
加
し
て
ま
い
り
ま
す
の

で
、
今
後
と
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

ク
リ
ー
ン
日
田
の
実
施

第
５
回
九
州
Ｙ
Ｅ
Ｇ
サ
ッ
カ
ー
大
会 

ｉｎ 

お
お
か
わ

女性会
青年部

　

第
２
２
０
回
日
田
商
工
会
議

所
通
常
議
員
総
会
を
開
催
し
、

令
和
6
年
度
の
事
業
報
告
書
や

収
支
決
算
書
、
議
員
改
選
に
伴

う
選
挙
管
理
委
員
の
選
任
な
ど

を
審
議
、
い
ず
れ
も
原
案
通
り

承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
各
委
員
会
か
ら
は
議

員
視
察
研
修
や
日
田
祇
園
集
団

顔
見
世
の
週
末
開
催
に
向
け
た

取
組
状
況
な
ど
の
報
告
が
あ

り
、
事
業
の
進
捗
を
確
認
し
ま

し
た
。

　

6
月
13
日
か
ら
15
日
に
か

け
て
、
十
時
会
頭
を
は
じ
め

当
所
役
員
ら
23
名
で
高
砂
・

大
阪
方
面
へ
議
員
視
察
研
修

を
行
い
ま
し
た
。

　
高
砂
商
工
会
議
所
で
は
会

館
建
て
替
え
に
関
す
る
建

設
・
資
金
面
の
話
を
伺
い
、

今
後
の
参
考
と
な
り
ま

し
た
。

　
ま
た
、開
催
中
の「
E
X
P
O

２
０
２
５
大
阪
・
関
西
万

博
」
も
視
察
し
、
最
先
端
技

術
や
異
文
化
に
触
れ
る
貴
重

な
機
会
と
な
り
ま
し
た
。

第
２
２
０
回　

通
常
議
員
総
会

議
員
視
察
研
修

　
　
　
　
　
5
月
21
日
㈬
、
日
田
川
開
き
観
光
祭
に
向
け
た
奉
仕
活

　
　
　
　
動
の
一
環
と
し
て「
ク
リ
ー
ン
日
田
」を
実
施
し
ま
し
た
。

　
　
来
場
者
に
気
持
ち
よ
く
花
火
大
会
を
楽
し
ん
で
も
ら
お
う
と
、

三
隈
川
河
畔
を
清
掃
。
小
雨

の
降
る
な
か
で
の
作
業
と
な

り
ま
し
た
が
、
参
加
者
同
士

で
声
を
か
け
合
い
な
が
ら
取

組
み
、
充
実
感
と
笑
顔
に
満

ち
た
一
日
と
な
り
ま
し
た
。

　
今
後
も
こ
う
し
た
活
動
を

通
じ
て
、地
域
へ
の
感
謝
の
気

持
ち
を
形
に
し
、
貢
献
に
努

め
て
ま
い
り
ま
す
。

6月13日㈮　
〜 6月15日㈰



事業 所 の 皆 さ ま へ

人材確保のお手伝いと助成金のご案内人材確保のお手伝いと助成金のご案内

助成金制度のお問い合わせ
大分労働局助成金センター
TEL：097−535−2100

　ハローワーク日田では、求人をいただいてい
る事業所の皆さまの人材確保のお手伝いをさせ
ていただいております。「事業所訪問サポート」
の他「事業所説明会開催」（令和6年度実績延べ
57回）等に取り組んでおります。
　また、「人材開発支援助成金（人材育成に取り
組みたい等）」「キャリアアップ助成金（社員の処
遇改善に取り組みたい等）」など各種助成金制
度もあります。
　助成金制度のお問い合わせは、大分労働局助
成金センターまでお願い致します。

　人材確保等雇用に関することで困りごと等
ございましたら、ハローワーク日田へお気軽に
ご連絡ください。

人材確保のお問い合わせ
ハローワーク日田　

TEL：0973−22−8609

求人内容の見直し
効果的な記載方法や表現方法など、
求人票の記載について支援いたします。

最新情報の提供

募集職種を希望している求職者の人数や希望賃金、
求人倍率など最新の情報を提供いたします。

マイページの操作方法についての案内
求人者マイページの利用方法についてご案内いたします。

事業所訪問ポスターの作成

事業所の写真やアピールポイント等を載せたポスターを
ハローワークロビーに1ヶ月ほど掲載します。

第369号 （8）令和7年7月15日日田商工会議所ニュース

利用を希望される方は、当所会報係までお問い合わせください。（℡ 22－3184）

会報誌チラシ同封サービス
開始しました! 会員企業にダイレクトでＰＲしてみませんか？

当所の会報誌に同封して、自社のPRを商工会議所会員企業に直接アプローチできます。
企業情報や商品・サービス、イベント情報などのPRにぜひご利用ください。

A4サイズ　11,000円（税込）～利用料金

販売期間 2024年9月3日㈬まで

〒877－0000 大分県日田市渡里71－1（サニー日田SC別棟）　☎0973（22）1431　日田IC店

萬屋
TEL：0973－22－3138

千屋・百屋
TEL：0973－22－3130

（日田まぶし千屋内）



















 

 

 

◎カスタマーハラスメントの基礎知識 

◎カスタマーハラスメント対応の基本 

◎具体的な事例と対策 

◎ハラスメントを未然に防ぐための組織体制 

◎まとめ・質疑応答 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所名：  

 ＴＥＬ： ＦＡＸ： 

 ② ③ 

 

京都ノートルダム女子大学卒。 大学卒業後、アパレル販売、人

事、総務を経験。その後、社労士事務所併設の人事コンサルチ

ームリーダーを経て 2006 年に開業。お客様の要望をかなえ

ていく過程で、組織を活性化するためには何が必要なのかを

現場で試行錯誤しながら企画提案から研修・コンサルティング

までを実施。厚生労働省の中小企業・小規模事業者等に関する

働き方改革推進支援事業、滋賀県産業保健総合支援センター

にて、専門相談員を経験し、研修や講演活動を行っている。 

【主催】 日田商工会議所             ≪制度改正等の課題解決環境整備事業≫  

 

【日時】 令和 7年8月 日(水) 

【会場】 

【主な講座内容】 

８／２７ （水） 開催  「カスタマーハラスメント対策セミナー」 受講申込書  ※このままのサイズで送信して下さい。 

※ご記入いただいた個人情報は主催者からの各種連絡・情報提供のために利用するほか、セミナー参加者の実態調査・分析のために利用することがあります。 

日田商工会議所 行 （ＦＡＸ：０９７３－２４－７７６６）                                          令和７年    月    日 

【定員】 ３０名 (定員になり次第締め切ります。) 

【講師プロフィール】 

カスタマーハラスメント 

カスタマーハラスメント（カスハラ）は、顧客が従業員に対して威圧的な言動や理不尽な要求をする行為を指します。

近年、このようなハラスメントが増加し、従業員の精神的な健康に重大な影響を与えるケースも見られます。 

そこで本セミナーでは、カスタマーハラスメントの基礎知識を学び、具体的な事例を通じて適切な対応策を探ります。 

また、クレームとの違いや、未然に防ぐための組織体制の整備についても詳しく解説します。 

対策セミナー 

～お客様からの理不尽な要求に 

組織で対応、従業員を守る！～ 

 

山田真由子社会保険労務士事務所 
代表 (特定社会保険労務士) 山田

や ま だ

 真由子
ま ゆ こ

 氏 

【対象】 中小・小規模事業者 (会員・非会員問わず) 

下記申込用紙に必要事項をご記入の上、ＦＡＸまたはＴＥＬ、ＱＲコードにて８月２１日（木）までにお申込みください。 

申込み・お問合せ先 

日田商工会議所 中小企業相談所  TEL：0973-22-3184   FAX：0973-24-7766 


